
下呂市立小中学校事務共同実施要綱を次のように定める。 

 

  平成26年１月24日 

 

下呂市教育委員会委員長 

 

平成26年下呂市教育委員会訓令第１号 

 

下呂市立小中学校事務共同実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、下呂市立小中学校の事務の円滑かつ適切な処理を確立するため、学

校事務を共同で実施（以下「共同実施」という。）することについて、必要な事項を定

め、学校運営の円滑化と学校教育の充実に資することを目的とする。 

（組織） 

第２条 下呂市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、前条の目的を達成す

るため、学校運営支援室（以下「支援室」という。）及び学校事務共同実施協議会

（以下「共同実施協議会」という。）を設置する。 

 （支援室） 

第３条 支援室は市内小中学校を複数のブロックに分割し、当該ブロックごとに設置

する。 

２ 各支援室の構成員（以下「支援室員」という。）は、当該ブロックの学校に勤務

する事務職員をもって充てる。 

３ 教育委員会は、各支援室に事務長を置き、支援室員の中から任命する。 

４ 事務長が勤務する学校の校長は、支援室の中心校長として支援室内の業務を監督

する。 

５ 事務長は、支援室の業務が円滑に行われるよう、支援室の業務を統括する。 

６ 教育委員会は、中心校長のうちから中心校長の代表を指名する。 

７ 教育委員会は、支援室員の中から統括事務長と副統括事務長を指名する。 

８ 統括事務長は、各支援室の連絡調整を図り、中心校長の代表と連携して全体を統

括する。 



９ 副統括事務長は、統括事務長を補佐し、統括事務長に事故あるときはその職務を

代理する。 

（支援室の業務） 

第４条 支援室が実施する業務は、次のとおりとする。 

(１) 市町村立小中学校事務職員の標準的職務内容について（平成21年10月６日付、

岐阜県教育委員会教職員課長通知教職第491号）に示されている業務のうち、共

同実施で行うことにより適正化及び効率化を図ることができる業務 

(２) 教育予算に関する業務 

(３) その他、共同処理することが適切と認められる業務 

（実施計画書） 

第５条 事務長は、前条で定められた業務を実施するにあたり、学校事務共同実施計

画書（様式第１号）を中心校長及び当該支援室の各校長に提出するものとする。 

 （業務報告書） 

第６条 事務長は、計画書に掲げられた業務に関して学校事務共同実施業務報告書（様

式第２号）を中心校長に提出するものとする。 

 （学校文書の取扱） 

第７条 支援室が実施する業務のため、学校文書を校外へ持ち出す場合は、特に個人

情報の取扱に留意し、あらかじめ、共同実施に係る必要書類持出伺書（様式第３号）

により校長の承認を得なければならない。 

２ 前項の規定によって校外へ持ち出した学校文書を返却する場合は、共同実施に係

る必要書類持出終了報告書（様式第３号）により校長の確認を得なければならない。 

 （服務） 

第８条 支援室の業務を実施するにあたり、事務職員の勤務態勢及び服務は次のとお

りとする。 

(１) 事務職員の服務の監督は、各事務職員が所属する学校の校長が行う。 

(２) 事務職員は、定期的に所属する支援室ごとに集合し、業務にあたる。 

(３) 支援室員の招集は、中心校長から関係する学校の校長あてに行う。 

(４) 事務職員は、業務上必要に応じて、各学校及びその他の公共施設において業

務をすることができる。この場合、事務職員が勤務する学校以外において業務

を行う場合は、所属する学校の校長からの旅行命令を受けなければならない。 

 



（共同実施協議会） 

第９条 教育委員会は、支援室の業務及び学校事務の状況を検証し、共同実施を円滑

に進め、学校の管理運営にかかる業務を推進するための共同実施協議会を設置する。 

２ 共同実施協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

 (１) 校長の代表 

 (２) 各中心校長 

 (３) 教頭の代表 

 (４) 教務主任の代表 

 (５) 教育委員会事務局の職員 

 (６) 各事務長 

３ 共同実施協議会に会長を置き、校長の代表を会長とする。 

４ 会長に事故があるとき又は欠けたときは、中心校長の代表がその職務を代理する。 

５ 共同実施協議会の会議は、必要に応じて会長が召集する。 

６ 会長は必要に応じて会議に関係する者の出席を求めることができる。 

７ 共同実施協議会の庶務は、教育委員会事務局が対応する。 

 （県教育委員会に対する内申） 

第 10 条 教育委員会は、岐阜県教育委員会に対し、市内小中学校の学校事務職員が支

援室員となる兼務辞令を発令するよう内申するものとする。 

（その他） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、学校事務の共同実施に関し必要な事項は、教

育委員会が別に定める。 

附 則 

この訓令は平成26年４月１日から施行する。 

この訓令は平成30年４月１日から施行する。 

この訓令は令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 


